
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
に

異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日 

 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 

委
員
長 

山 

田 

吉 

三 

郎 

                



資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
の
届
出
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項
の
異
動
の 

公
職
の
種
類 

資
金
管
理
団
体
の 

 

異
動
事
項 

 
 
 
 
 

新 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 
 
 
 
 
 

届
出
を
し
た 

 
 
 
 
 
 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

者
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

伊
藤 

 

正 

座
間
市
議
会 

い
と
う
正
後
援
会 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
座
間
市
相 

神
奈
川
県
座
間
市
相 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

武
台
一
―
三
六
―
一 

武
台
一
―
四
四
九
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
六 

 

榎
本 

与
助 

相
模
原
市
長 

政
経
与
友
会 
 
 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
相
模
原
市 

神
奈
川
県
相
模
原
市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

中
央
区
中
央
五
―
二 

緑
区
中
野
一
三
六
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
四 

一
Ｆ 

 
 

―
一 

 

君
島
雄
一
郎 

逗
子
市
議
会 

君
島
雄
一
郎
と
市 
主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
逗
子
市
桜 

神
奈
川
県
逗
子
市
沼 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

政
に
参
加
す
る
会 

の
所
在
地 

 
 

山
四
―
三
―
八 

パ 

間
二
―
二
―
四
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ー
ク
サ
イ
ド
桜
山
一 

グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
三
号 

 
 
 
 
 

〇
一
号 

 

久
保
田
義
則 

相
模
原
市
議 

第
一
義
友
会 

 
 

主
た
る
事
務
所 
神
奈
川
県
相
模
原
市 

神
奈
川
県
相
模
原
市 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

緑
区
橋
本
二
―
五
― 

橋
本
二
―
五
―
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六 

第
一
商
事
（
株 

第
一
商
事
株
式
会
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
内 

 
 
 
 
 
 

内 



栄
居 

 

学 

神
奈
川
県
議 

さ
か
い
学
県
政
研 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
川
崎
市
川 

神
奈
川
県
川
崎
市
川 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 

究
会 

 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

崎
区
渡
田
新
町
一
― 

崎
区
貝
塚
二
―
五
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
三
―
一
一
―
一
〇 

一
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二 

 

酒
井 

亮
介 
横
浜
市
議
会 

さ
か
い
亮
介
と
歩 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
浜
市
磯 

神
奈
川
県
横
浜
市
港 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

む
会 

 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

子
区
中
原
一
―
九
― 

南
区
日
野
一
―
四
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 
 
 
 
 
 
 
 

一
六 

 

佐
々
木
正
行 

神
奈
川
県
議 
佐
々
木
正
行
後
援 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
相
模
原
市 

神
奈
川
県
相
模
原
市 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 

会 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

中
央
区
相
模
原
四
― 

中
央
区
相
模
原
四
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
―
一
一 

 
 
 
 

八
―
一
九 

ア
コ
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デ
相
模
原
四
丁
目
ビ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
三
Ｆ 

 

瀬
戸 

良
雄 

神
奈
川
県
議 

あ
し
が
ら
を
考
え 

公
職
の
種
類 

 

神
奈
川
県
議
会
議
員 

南
足
柄
市
議 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 

る
会 

 

高
橋
真
由
美 

衆
議
院
議
員 

さ
く
ら
の
会 

 
 

主
た
る
事
務
所 
神
奈
川
県
三
浦
郡
葉 

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

山
町
長
柄
一
五
八
三 

見
区
豊
岡
町
八
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
二
三 

 
 
 
 
 

二
―
一
〇
一 

 

田
村
伸
一
郎 

川
崎
市
議
会 

田
村
し
ん
い
ち
ろ 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
川
崎
市
宮 

神
奈
川
県
川
崎
市
宮 



 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

う
後
援
会 

 
 
 

の
所
在
地 

 
 

前
区
宮
崎
五
―
一
四 

前
区
土
橋
四
―
一
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
一
三
―
三
〇
一 

 

―
四
―
三
〇
四 

 

藤
崎
浩
太
郎 

横
浜
市
議
会 

藤
崎
浩
太
郎
を
応 

政
治
団
体
の
名 

藤
崎
浩
太
郎
を
応
援 

藤
崎
浩
太
郎
後
援
会 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

援
す
る
会 

 
 
 

称 
 
 
 
 
 

す
る
会 

 

横
山 

美
奈 

逗
子
市
議
会 

横
山
み
な
と
「
み 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
逗
子
市
逗 

神
奈
川
県
逗
子
市
新 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

ん
な
の
逗
子
」 

 

の
所
在
地 

 
 

子
四
―
七
―
一
四 

 

宿
二
―
二
―
一
一
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
〇
六 


